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令和５年度第２回名古屋市
介護保険指定事業者講習会

（集団指導）

名古屋市健康福祉局介護保険課
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連絡事項① 資料について

集団指導専用ページより、各自で印刷又はダ
ウンロードをお願いいたします。

今回の資料は、令和6年1月22日の社会保障
審議会介護給付費分科会資料を基に作成して
おります。一部、本市補足資料を追加して説
明します。
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連絡事項② 動画の視聴について

サービスごとに視聴して頂く必要のある箇所
は異なります。

該当する視聴箇所を『令和6年度改正点一
覧』でご確認ください。

動画の概要欄にチャプター機能があります。
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連絡事項③ アンケートへの回答について

Webアンケートのご回答をもって、

講習会の参加を確認させていただきます。

回答期限：６月７日（金）

※同一法人の事業所につきましても、

事業所ごとにご回答をお願いいたします。
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連絡事項④ ご質問について①

視聴側からのチャット機能等はありません。

令和６年５月３１日（金）まで、介護保険制
度改正及び介護報酬改正に関するご質問は、
質問フォームからのみ受け付けさせていただ
きます。

※アンケートフォームとは別に質問フォーム
を掲載致します。
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連絡事項④ ご質問について②

今後の改正通知および国からのQ＆Aについては
NAGOYAかいごネットの『介護保険制度改正に関す
るお知らせ』ページに掲載いたします。

質問の回答について
・本市Q＆Aの掲載（主な質問について）
※すべての質問に回答できるわけではありません。
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連絡事項⑤ 動画視聴期間について

講習会終了後から同じURLで

令和６年５月３１日（金）まで

繰り返しご視聴いただくことが可能です。
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開会のあいさつ

名古屋市健康福祉局介護保険課
事業者指導担当主幹
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全サービス共通
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全サービス共通

改定事項

① 令和6年度介護報酬改定の施行時期について（主な事項）

② １（５）④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

③ １（６）①高齢者虐待防止の推進

④ １（６）②身体的拘束等の適正化の推進

⑤ ２（３）①科学的介護推進体制加算の見直し

⑥ ３（１）①介護職員の処遇改善

⑦ ３（２）①テレワークの取扱い

⑧ ３（２）②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

⑨ ３（２）③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

⑩ ３（２）⑦人員配置基準における両立支援への配慮

⑪ ３（２）⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

⑫ ３（３）①管理者の責務及び兼務範囲の明確化

⑬ ３（３）②いわゆるローカルルールについて

⑭ ５①「書面掲示」規制の見直し概要
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※本市補足資料  

 

その他、介護保険課からのお知らせ 
 

 

○運営規程について 
・運営規程の虐待防止に関する事項については、令和6年 3月 31 日で経過措置が切れます。運営規程に当該内容を追加

いただいていない事業所様におかれましては、令和 6年 3月 31 日までに追加いただくようお願いします。なお、この

内容での運営規程の変更届についてはご提出の必要はありません。 
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※本市補足資料  
 

 

介護職員処遇改善加算等に関するお知らせ 

 

○介護職員処遇改善支援補助金について 
・介護職員処遇改善支援補助金の窓口は愛知県です。詳細については愛知県のホームページをご確認ください。 

 

○介護職員処遇改善加算等について 
・令和６年４月及び５月分を算定する場合は、令和６年４月１５日(月)(必着)までに計画書の提出をお願いいたします。 

 なお、提出に使用する様式は変更される予定ですので、新しい様式を NAGOYA かいごネットよりダウンロードしてご使

用ください。 

・６月以降は処遇改善加算等を新加算に一本化する予定となっておりますが、それに関する届出等の情報は NAGOYA かい

ごネットにて随時お知らせいたします。  
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収録日現在の情報です。最新情報は「NAGOYAかいごネット」等でご確認ください。
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※本市補足資料  

 

その他、介護保険課からのお知らせ 
 

○様式変更について 
・各種サービスの「事業所の指定に係る記載事項」や「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」等、令和 5年 4月 1日

より各種様式を変更しております。（改めてのご案内です。） 

・また、「指定申請書」や「指定更新申請書」、「変更届出書」や「廃止・休止届出書」等につきましても、令和 6年 4月

1日より変更いたしますのでご承知おきください。なお、現行様式にて準備されている書類がありましたら、令和 6年

4月 1日以降もしばらくの間は現行様式にて受付いたします。（新様式にて作成し直す必要はございません。） 
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訪問系サービス共通
（一部短期入所系サービス共通あり）
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訪問系サービス共通（一部短期入所系サービス共通あり）

改定事項

① １（７）①訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

② ２（１）⑮訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る

連携の強化
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通所系サービス共通
（一部施設サービス共通あり）
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通所系サービス共通（一部施設サービス共通あり）

改定事項

① １（２）②豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等

の所要時間の取扱いの明確化

② ２（１）③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的

計画書の見直し

③ ２（２）①通所介護等における入浴介助加算の見直し

④ ２（２）②通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し

⑤ ５⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
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居住系サービス、
施設サービス共通
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居住系サービス、施設サービス共通

改定事項

① １（３）⑲協力医療機関との連携体制の構築

② １（３）⑳協力医療機関との定期的な会議の実施

③ １（３）㉑入院時等の医療機関への情報提供

④ １（３）㉒介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

⑤ １（５）①高齢者施設等における感染症対応力の向上

⑥ １（５）②施設内療養を行う高齢者施設等への対応

⑦ １（５）③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

⑧ １（７）⑤認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の

行動・心理症状の予防、早期対応の推進
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短期入所系サービス、
施設サービス共通
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短期入所系サービス、施設サービス共通

改定事項

① ２（２）③ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

② ３（２）⑤介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合
の夜間における人員配置基準の緩和

③ ３（３）⑩ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

④ ４（１）⑨多床室の室料負担

⑤ ５⑦基準費用額の見直し
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※令和7年8月1日施行

※令和6年8月1日施行
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※令和7年8月1日施行
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※令和6年8月1日施行



施設サービス共通
（一部看多機共通あり）
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施設サービス共通（一部看多機共通あり）

改定事項

① ２（１）②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、
口腔、栄養の一体的取組の推進

② ２（１）⑱介護保険施設における口腔衛生管理の強化

③ ２（１） 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

④ ２（１） 再入所時栄養連携加算の対象の見直し

⑤ ２（３）②自立支援促進加算の見直し

⑥ ２（３）④アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

⑦ ２（３）⑤アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の
見直し
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介護老人福祉施設
地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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㉝　〇５⑦基準費用額（居住費）の見直し

※本市除外

※令和6年8月1日施行
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※本市除外



144
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介護老人保健施設
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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㊱　○４(１)⑨多床室の室料負担

㊲　○５⑦基準費用額（居住費）の見直し

※令和7年8月1日施行

※令和6年8月1日施行
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介護医療院
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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㉘　○４(１)⑨多床室の室料負担　※令和７年８月１日施行

㉙　○５⑦基準費用額（居住費）の見直し　※令和６年８月１日施行
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短期入所生活介護
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203
-108-⑭　５⑦基準費用額（居住費）の見直し★ ※令和6年8月1日施行

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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短期入所療養介護
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⑮ ５⑦基準費用額（居住費）の見直し★

※令和6年8月1日施行
⑭　４（１）⑨多床室の室料負担★

※令和7年8月1日施行

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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居宅介護支援
介護予防支援
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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※本市除外

※本市除外

⑱　　１(８)①一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 （福祉用具貸与にて説明）



本市補足資料 
 

 

① 介護予防支援の指定申請について 

② 介護予防支援事業所の指定拡大に係る整理 
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※本市補足資料 

介護予防支援の指定申請について 

 
現在、令和 6年 4月 1日指定分と令和 6年 5月 1日指定分の指定申請を、以下の通り事前受付しております。指定申請

をご希望の場合は、かいごネットをご覧ください。 

 

事前受付 

4月指定分：令和 6年 3月 15日（金）17時〆 

5月指定分：令和 6年 3月 29日（金）17時〆 

 

かいごネット（新着情報） 

タイトル：【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について＜事前受付延長＞ 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000021/ 

 

 

-131-



決定事項 調整中事項

〇 「居宅介護支援事業所」が「介護予防支援事業所」
の指定対象として拡大される。

〇 介護予防支援事業所の指定の有無に関わらず、いき
いき支援センターから居宅介護支援事業所への委託は
引き続き可能。

〇 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
は従来どおりの取扱いで、いきいき支援センターのみ
が直接対応できる。(「介護予防支援事業所」の指定を
受けても、総合事業のみの給付管理を直接はできない)

〇 介護予防の「ケアプランの検証業務」が、いきいき
支援センターの新たな業務として追加される。

〇 介護予防支援事業と第1号介護予防支援事業が切り替
わる場合等の事務の取扱い。

(例1)新規ケースとして、介護予防支援事業として事業所
が直接の契約をする準備を進めていたが、結果として
サービスが総合事業のみのケアプランとなる場合。

(例2)介護予防支援事業として事業所が直接対応中のケー
スについて、総合事業とそれ以外のサービス(介護予防
通所リハビリテーション等)を併用していたが、ある月
が総合事業のみの利用であった場合(総合事業のみと
なった当該月は第1号介護予防支援事業として扱われ
る)

 国から示されるガイドラインを参考に、市として事務
の流れ等を整理して、年度内にNAGOYAかいごネットに
掲載します。

〇 「ケアプランの検証業務」として、いきいき支援セ
ンターが行う具体的な業務内容。

介護予防支援事業所の指定拡大に係る整理 ※本市補足資料
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福祉用具貸与
・

特定福祉用具販売
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※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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訪問介護
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189
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※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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訪問入浴介護
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※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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訪問看護
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※令和６年６月１日施

※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。

※本市除外
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訪問リハビリテーション
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※令和6年6月1日施行

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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※本市除外

※本市除外

（居宅介護支援にて説明）
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居宅療養管理指導
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※令和6年6月1日施行

※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
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※本市除外

※本市除外

（小規模多機能型居宅介護にて説明）

（訪問看護にて説明）

（訪問看護にて説明）

（訪問看護にて説明）

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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通所介護

地域密着型通所介護
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。

（介護老人福祉施設にて説明）
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※本市除外
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通所リハビリテーション
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令和６年６月１日施行

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。

（訪問リハビリテーション
　にて説明）

（訪問リハビリテーション
　にて説明）

（訪問リハビリテーションにて説明）

（訪問リハビリテーション
　にて説明）
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※本市除外

（訪問リハビリテーションにて説明）

（居宅介護支援にて説明）
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療養通所介護
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※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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小規模多機能型居宅介護
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※本市除外

※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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看護小規模多機能型居宅介護
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※本市除外

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。

（小規模多機能型居宅介護にて説明）

（訪問看護にて説明）

（訪問看護にて説明）

（小規模多機能型
　居宅介護にて説明）
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※本市除外

※本市除外

（小規模多機能型
　居宅介護にて説明）
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特定施設入居者生活介護

地域密着型
特定施設入居者生活介護
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※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。

（介護老人福祉施設にて説明）



213
-216-



26
-217-



27
-218-



83
-219-



113
-220-



114
-221-



認知症対応型共同生活介護
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⑲

⑳

※下線部以外の改定事項については、「令和６年度改正点一覧」で説明項目をご確認ください。
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1

名古屋市役所健康福祉局介護保険課認定係

要介護・要支援更新認定
申請の認定調査について

-227-



１ 趣旨

認定調査の適正化を推進するため、令和6年度から、担当ケア
マネジャーが所属する事業所以外の事業所にも更新認定調査を
依頼するものです。

2

２ 除外事業所の選定

〇令和6年度から、除外区分①、②を設け事業所を選定します。
【除外区分①】認定調査センターへ委託
【除外区分②】担当ケアマネジャーが所属する事業所以外の事

業所等へ委託
〇令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）の
除外事業所（除外区分①又は②）に選定された事業所には、
3月中に通知します。
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3

３ 除外事業所に選定された事業所へ
の調査依頼について

〇除外事業所に選定された事業所は、除外期間中は
当該事業所と契約している被保険者の認定調査はで
きません。

〇他事業所の利用者やサービス未利用者の認定調査
を依頼するため、原則として受託をお願いします。
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4

４ 調査委託料について

令和6年4月1日以降に依頼する調査から以下のとお
り変更します。

区分
（依頼日） ～令和6年3月29日 令和6年4月1日～

在宅 3,150円 6,050円

施設 2,620円 3,410円

（消費税及び地方消費税を含む）

-230-



5

５ 調査委託対象者について

事業所 自事業所利用者の調査委託先 他事業所利用者・サービス未利用者
の調査委託 ※居宅介護支援事業所のみ

除外事業所 認定調査センター －

除外なしの
事業所 自事業所 一部の居宅介護支援事業所が受託

事業所 自事業所利用者の調査委託先 他事業所利用者・サービス未利用者
の調査委託 ※居宅介護支援事業所のみ

除外区分①の事業所 認定調査センター

認定事務センターから調整連絡が
あった場合は、原則として受託

除外区分②の事業所
（居宅介護支援事所のみ）

自事業所以外の居宅介護
支援事業所又は契約認定
調査員

除外なしの
事業所 自事業所

【現 行】

【令和6年4月以降】
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1

名古屋市役所健康福祉局介護保険課

介護保険手続きにおける
電子申請サービスの導入について

-232-



概要①

・令和6年4月1日より、下記４つの手続について
新たにオンラインで申請可能とする予定です。

要介護・要支援更新認定の申請

住所移転後の要介護・要支援認定申請

要介護認定等の資料提供に係る申し出

被保険者証の再交付申請

・名古屋市電子申請サービスからの申請となります。
※既にオンライン申請が可能な「居宅(介護予防)サービス計画作成

(変更)依頼の届出」と同様です。

2
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概要②

・その他、令和6年度内に

要介護・要支援認定の申請(新規申請)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

など、順次オンラインで申請可能な手続きを拡大
していく予定です。

※申請フォームのURLや取り扱い等はNAGOYAかいごネット等で周知
します。

3
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概要③

【主な手続きのオンライン対応スケジュール】

※手続き名称は一部簡略化しています。

4

◆居宅サービス計画作成依頼届出 現時点で申請可能

◆要介護・要支援認定(更新・転入)
令和6年4月1日
開始予定

◆要介護認定等の資料提供の申し出

◆被保険者証の再交付申請

◆要介護・要支援認定(新規・区変)

令和6年度中
開始予定

◆負担割合証の再交付申請

◆負担限度額認定申請

◆高額介護サービス費支給申請

◆福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請 等
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オンライン申請に必要なもの

5

①

手続を行う方のマイナンバーカード

・ケアマネジャー等、代理申請の場合は代理人の方のものが
必要です。(被保険者本人のものは不要)

・電子署名が有効であることと、署名用電子証明書の暗証
番号が必要です。

②
マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン

・NFCまたはFeliCaに対応しているものが必要です。
・申請フォームへの入力はパソコンでも可能です。

③

Graffer電子署名アプリ

・名古屋市電子申請サービスでマイナンバーカードによる
電子署名を行うためのアプリです。

・アプリ内に個人情報は保存されません。

④
要介護認定等を受ける方の介護保険被保険者証の原本

・原本が必要な一部の手続に限ります。(要介護・要支援
認定申請や居宅サービス計画作成依頼届出など)

※現状、居宅サービス計画作成依頼届出は①～③は不要です。
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オンライン申請の流れ①

6

①
PCやスマートフォンのブラウザから
申請フォーム入力

②
マイナンバーカードをアプリ入りの
スマートフォンで読取り、電子署名
を付与

③
PCやスマートフォンのブラウザから
申請を送信

④
被保険者証の原本を郵送 （紛失時の
再交付申請を除く）

⑤ 申請完了

※要介護・要支援認定(更新・転入)、被保険者証の再交付の場合

or

or

-237-



オンライン申請の流れ②

7

①
PCやスマートフォンのブラウザから
申請フォーム入力

②
マイナンバーカードをアプリ入りの
スマートフォンで読取り、電子署名
を付与

③
PCやスマートフォンのブラウザから
申請を送信

④ 申請完了

⑤
資料のダウンロードページのURLが
メールで届く

※要介護認定等の資料提供の申出の場合

or

or
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オンライン申請のメリットと留意点等①

【メリット】

・区役所・支所の開庁日時や混雑状況に左右されず
閉庁日の申請も可能となる。

・原本の提出が不要な手続きについては郵送・移動
に係るコストが削減できる。

・様式や記載例に比べ、記載事項に関する案内が
詳細化されている。

8
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オンライン申請のメリットと留意点等②

【留意点】

•被保険者証の再交付申請と要介護・要支援認定の
申請など被保険者証の添付を要する手続きは同時
にできません。

•窓口・郵送で申請いただくか、オンライン申請を
ご希望の場合は、被保険者証が再交付されてから
次の申請を行う必要があります。

9
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オンライン申請のメリットと留意点等③

【補足】

・現状、オンライン申請時の被保険者証の原本の
提出は厚生労働省の見解で必要とされています。

・その事務負担の軽減について、令和５年度中に
検討することが示されています。

10
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1

名古屋市役所健康福祉局生活福祉部
医療福祉課後期高齢者医療係

後期高齢者医療の健康診査の
除外対象者について
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後期高齢者医療の健康診査の除外対象者について

・後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方と、６５
歳から７４歳で一定の障害のある方を対象とする医
療保険制度（都道府県単位で運営）

・本市では、後期高齢者医療制度に加入されている
被保険者に対する健康診査を、保険者である愛知県
後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施

2
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後期高齢者医療の健康診査の除外対象者について

【健康診査の内容等】

〇内容

・身体診察 ・身体計測 ・血圧測定

・尿検査 ・血液検査

〇期間等

・毎年６月１日から翌年３月３１日までの間で１回

（無料）

※毎年５月下旬ごろ、ご案内のパンフレットや

受診券などを送付
3
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後期高齢者医療の健康診査の除外対象者について

【除外対象者について（令和６年度から）】

健診受診時点において、次のいずれかに該当してい
る方

①引き続き６カ月以上の期間、入院中の方

②健診除外告示第６号に規定する施設に入所中の方

※健診除外告示第６号に規定する施設

・障害者支援施設 ・児童福祉施設

・国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

・養護老人ホーム

（続きあり）
4
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後期高齢者医療の健康診査の除外対象者について

【除外対象者について（令和６年度から）】

②健診除外告示第６号に規定する施設に入所中の方

※健診除外告示第６号に規定する施設（続き）

・有料老人ホーム

（特定施設の指定を受けていないサ高住除く）

・軽費老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設 ※令和６年３月末で廃止

・介護医療院
5
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8

【再掲】連絡事項①アンケートへの回答について

Webアンケートのご回答をもって、

講習会の参加を確認させていただきます。

回答期限：６月７日（金）

※同一法人の事業所につきましても、

事業所ごとにご回答をお願いいたします。
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9

【再掲】連絡事項② ご質問について①

視聴側からのチャット機能等はありません。

令和６年５月３１日（金）まで、介護保険制
度改正及び介護報酬改正に関するご質問は、
質問フォームからのみ受け付けさせていただ
きます。

※アンケートフォームとは別に質問フォーム
を掲載致します。
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10

【再掲】連絡事項② ご質問について②

今後の改正通知および国からのQ＆Aについては
NAGOYAかいごネットの『介護保険制度改正に関す
るお知らせ』ページに掲載いたします。

質問の回答について
・本市Q＆Aの掲載（主な質問について）
※すべての質問に回答できるわけではありません。
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11

【再掲】連絡事項③ 動画視聴期間について

講習会終了後から同じURLで

令和６年５月３１日（金）まで

繰り返しご視聴いただくことが可能です。
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12

アンケート回答はコチラから⇒

集団指導専用ページ（動画掲載ページ）に

掲載しているURLからも回答可能です。

ご視聴ありがとうございました。
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